
香芝市監査委員告示第１号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項の規定により執行した監査につい

て、同条第９項の規定によりその結果に関する報告を次のとおり公表します。 

 

令和８年１月６日 

 

 

香芝市監査委員  近 藤  洋 

香芝市監査委員   下 村 佳 史 

 

第１ 香芝市監査委員監査基準への準拠 

  下記監査は、香芝市監査委員監査基準に準拠して実施した。 

 

第２ 監査の種類   

地方自治法第１９９条第１項の規定による財務監査及び同条第２項の規定による行政監

査 

 

第３ 監査の対象   

総務部（課税課） 

 

第４ 監査の実施期間 

令和７年９月３０日から令和７年１０月２７日まで 

 

第５ 監査の着眼点 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われてい

るか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかなどを主眼として実施した。 

 

第６ 監査の主な実施内容 

監査にあたっては、あらかじめ提出を求めた資料を検討し関係諸帳簿との照合及び内容を審

査したほか、関係職員の説明を聴取する方法で実施した。 

 

第７ 監査の結果 

監査した結果、一部に留意を要する事項が見受けられた。なお、軽微な事項については、

口頭により指導し改善を要望した。 

 

１ 要望事項  

（１）  委託業務について、再委託に関する事項等契約時における不適切な手続きが確

認されたことから、今後は、特に再委託承認に係る書類の提出など適正な契約の

履行を実施されたい。 

（２）  時間外勤務については、まずは課内人員において平準化を図るとともに、現行

人員では業務の質を維持しがたい場合には、人事所管課と綿密な協議により人員

を確保しつつ、より正確で遺漏のない課税事務を執行されたい。 


